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１．研究計画の概要

知的財産法は、有体物ではなく、情報の利用行

為を規制するものであるために、本来的に他者の

自由を制約する性質を有しており、法と経済学が

拠って立つところの効率性という尺度のみでは

割り切れないところがある。知的財産法の理論を

完成させるためには、他者の自由を制約する権利

を正当化しうるとすればそれは何なのかという

形で、正義論を導入させる必要がある。情報正義

論という情報の利用行為特有の正義論を探求し、

知的財産法の理論を完成させること、それが本研

究の目的となる。

くわえて、社会文化にも関わる問題となってい

る知的コモンズの確保の問題と、国際的な条約交

渉の焦点となっている遺伝資源、フォークロアな

どの伝統的知識の保護の問題は、効率性以外の視

点を前面に出さないとその解決が困難な喫緊の

課題といえる。本研究は、これら各論の場面にお

ける検討の成果を総論にフィードバックさせる

ことにより、理論に磨きをかけることも狙ってい

る。

２．研究の進捗状況

総論の分野では、 田村は、第一に、知的財産

権は人の自由を制約する規制であって、自然権論

で正当化することは困難であり、インセンティヴ

の付与による効率性の改善に依拠せざるを得な

い。第二に、しかし、効率性の尺度には争いがあ

り、自由とのトレード・オフが問題となるほか、

効率性の改善の検証が困難である以上、最終的に

は、民主的な決定等の政治責任によるプロセス正

統化に頼ることになる。第三に、もっとも、政策

形成過程には組織化されやすい大企業の利益等

が反映されやすい反面、組織化されにくい私人の

利益等は反映されにくいがために、知的財産権は

ともすれば過度に強化されがちとなる。第四に、

このバイアスを解消するために政策形成過程の

ガヴァナンス構造を統御しつつ(ex.途上国の特

許庁の連携やクリエイティブ・コモンズの活動の

推進)、ロビイング耐性の強い立法を工夫し(ex.

ルールではなく、スタンダード志向によりロビイ

ングをかわす)、自由の確保のために司法を活用

することでプロセスの正統性を担保するととも

に、第五に、効率性の観点からみて望ましい制度

を可能な限り解明するとともに、確保すべき自由

の領域を明確化する帰結主義的な理論(ex.特許

制度の舵取りの理論、著作権法の第三の波の理

論)を呈示することで、プロセスによる決定の裁

量の枠を狭める、という構想を示すことに成功し

ている。

各論の分野では、田村と小島は、この方法論に

基づいて、一般不法行為による知財法の補完、営

業秘密、バイオテクノロジー、均等論、多機能型

間接侵害、消尽、情報契約、著作権の制限、フェ

ア・ユース、著作権の間接侵害等々の論点に対し

て提言を行なった。また、田村と田上は、方法論

の限界を見極めるために、多分化主義と生物多様

性の確保という立場から、伝統的知識と遺伝資源

の保護を論じ、先進国型の知的財産法が妥当しな

い領域の確定を試みるとともに、国際社会におけ
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るプロセス志向の解決を模索した。

３．現在までの達成度

① 当初の計画以上に進展している。

平成 18 年度に本共同研究をスタートさせた時

点では、情報の正義論を可能なかぎり実体的に解

明することを心がけていたが、研究を進めるうち

に、基本権や自由のみでは完全には決定論的な解

がないこと、他方で効率性の改善の検証も困難で

あることから、そもそも民主的な決定に委ねなけ

ればならない余地が相当程度大きく、ゆえに問題

は実体的な解決ばかりでなくプロセスにも目を

向けるべきであり、プロセスと実体的な解決との

相関関係による多元的な統御こそが真の解決の

鍵となるという知見を得ることに成功し、現在は

その応用である各論の構築に勤しんでいるとい

う現状にある。当初の構想の枠を超えた成果が得

られていると自負する所以である。

４．今後の研究の推進方策

これまでの研究により、すでに総論はほぼ完成

の域に到達している。そこで、今年度は、その応

用を試みるとともに、総論にフィードバックさせ

るために、個別の知的財産法により保護されてい

ない情報についての保護のあり方、デジタル化時

代の著作権法制度のあり方、産業別の特許制度の

あり方に焦点を絞った研究を展開する。

具体的には、個別の知的財産法により明示的に

は未だ保護されていない情報を民法の一般不法

行為法により保護したり、立法論的な保護の可能

性を画策する場合に、本研究の寄ってたつ政策形

成過程というプロセス志向の方法論に立脚する

と、どのような観点に留意しなければならないか

ということを明らかにする。くわえて、同じくプ

ロセス志向という観点から、デジタル化時代の著

作権法制、産業分野毎に異なる特許制度のあり方

も、解明を試みる。最終的には、小島が九州大学

で2010 年 2月に予定している国際シンポジウム

において田村が基調講演をなし、本研究の集大成

を世に問うことにしたい。

これらの作業と並行して、引続き伝統的知識や

遺伝資源と知的財産法制の関係を研究し、本研究

が展開する総論が妥当する領域の限界を探るこ

とに取り組む予定である。

５. 代表的な研究成果
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線）
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